
                      （ 介 31 )  

                                   令 和 3 年 5 月 2 1 日  

 

都道府県医師会  

介護保険担当理事   殿  

  

日本医師会常任理事   

江  澤   和  彦  

(公  印  省  略 ) 

 

 

 

高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が  

発生した場合等に活用することができる制度等について  

 

 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 に お き ま し て は ご 尽 力 を 賜 り 、感 謝

申 し 上 げ ま す 。  

さ て 今 般 、 こ れ ま で 厚 生 労 働 省 よ り 示 さ れ て ま い り ま し た 、 令 和 3

年 度 予 算 等 に よ る 高 齢 者 施 設 等 に 対 す る 発 生 時 に 備 え た 支 援 、感 染 者

等 が 発 生 し た 場 合 の 支 援 や 、介 護 従 事 者 の 方 々 が 対 象 と な り 得 る 公 的

な 補 償 制 度 等 に つ い て 整 理 さ れ た 事 務 連 絡 が 発 出 さ れ ま し た の で ご

連 絡 申 し 上 げ ま す 。  

ま た 、本 事 務 連 絡 に 対 応 す る 概 要 資 料 も 別 添 の と お り 作 成 さ れ て お

り ま す の で 併 せ て ご 連 絡 申 し 上 げ ま す 。  

つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知の上、郡市

区医師会および会員への周知方につきご高配を賜りますようお願い申し

上げます。  

 

 

【添付資料】  

 

○介護保険最新情報 vol.978 

    高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場

合等に活用することができる制度等について  
（ 令 3.5.18  事 務 連 絡  厚 生 労 働 省 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 本 部 、 老 健 局

高 齢 者 支 援 課 、 認 知 症 施 策 ・ 地 域 介 護 推 進 課 、 老 人 保 健 課 ）  

 

〇高齢者施設等において新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等

に活用することができる制度等について【概要】  
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２
緊
急
時
介
護
人
材
応
援
派
遣
に
係
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
事
業

都
道
府
県
に
お
い
て
、
平
時
か
ら
都
道
府
県
単
位
の
介
護
保
険
施
設
等
の
関
係
団
体
等
と
連
携
・
調
整
し
、
緊
急
時
に
備
え
た
応
援
体
制
を
構
築
す

る
と
と
も
に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
施
設
等
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
が
発
生
し
た
場
合
な
ど
に
、
地
域
の
他
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
・
施
設
等
と
連
携
し
て
当
該
事
業
所
・
施
設
等
に
対
す
る
支
援
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
を
補
助
す
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
流
行
下
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
確
保
事
業

＜
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
介
護
従
事
者
確
保
分
）
＞

令
和
３
年
度
予
算
：
1
3
7
億
円
の
内
数

１
緊
急
時
介
護
人
材
確
保
・
職
場
環
境
復
旧
等
支
援
事
業

介
護
サ
ー
ビ
ス
は
、
要
介
護
高
齢
者
等
や
そ
の
家
族
の
日
常
生
活
の
維
持
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
た
め
、

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
等
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
必
要
な
職
員
が
不
足
し
た
場
合
で
も
サ
ー
ビ
ス
の
継
続
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

・
高
齢
者
の
密
集
を
避
け
る
た
め
通
所
サ
ー
ビ
ス
が
通
常
の
形
で
実
施
で
き
な
い
場
合
で
も
代
替
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
に
よ
る
緊
急
時
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
必
要
な
介
護
人
材
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
介
護
に
従
事
す
る
者
が
安
心
・

安
全
に
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
感
染
症
が
発
生
し
た
施
設
等
の
職
場
環
境
の
復
旧
・
改
善
を
支
援
す
る
。

【
助
成
対
象
事
業
所
】

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
が
発
生
又
は
濃
厚
接
触
者
に
対
応
し
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
施
設
等

※
休
業
要
請
を
受
け
た
事
業
所
を
含
む

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
伴
い
居
宅
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
通
所
系
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

③
感
染
者
が
発
生
し
た
施
設
等
の
利
用
者
の
受
け
入
れ
及
び
応
援
職
員
の
派
遣
を
行
う
事
業
所
【
連
携
支
援
】

【
対

象
経

費
】

通
常
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
で
は
想
定
さ
れ
な
い
か
か
り
増
し
費
用
を
助
成

①
緊
急
時
の
介
護
人
材
確
保
に
係
る
費
用

・
職
員
の
感
染
等
に
よ
る
人
員
不
足
、
通
所
系
サ
ー
ビ
ス
の
代
替
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
伴
う
介
護
人
材
の
確
保
等
の
費
用

②
職
場
環
境
の
復
旧
・
環
境
整
備
に
係
る
費
用

・
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・
施
設
等
の
消
毒
、
清
掃
費
用
、
通
所
系
サ
ー
ビ
ス
の
代
替
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
伴
う
初
動
費
用
等

③
連
携
に
よ
り
緊
急
時
の
人
材
確
保
支
援
を
行
う
た
め
の
費
用

・
感
染
が
発
生
し
た
施
設
等
へ
の
介
護
人
材
の
応
援
派
遣
等
に
伴
う
費
用

【
対

象
経

費
】

都
道
府
県
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
と
の
連
絡
調
整
等
に
要
す
る
費
用

都
道
府
県
（
実
施
主
体
）

国

施
設
、
事
業
所
等

※
令
和
３
年
度
ま
で
の
実
施
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災
害
福
祉
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
推
進
事
業

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
被
災
地
支
援
の
経
験
、
課
題
等
を
踏
ま
え
、
要
配
慮
者
（高
齢
者
・障
害
者
な
ど
支
援
が
必
要
な
方
々
）に
対
し
機
動
的
・能
動
的
な
福
祉
支
援

（災
害
時
福
祉
支
援
チ
ー
ム
の
派
遣
）が
行
え
る
よ
う
、
都
道
府
県
単
位
で
の
福
祉
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
災
害
対
策
の
強
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
。

こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
全
国
的
な
構
築
を
推
進
す
る
た
め
、
生
活
困
窮
者
就
労
準
備
支
援
事
業
費
等
補
助
金
を
活
用
し
、
各
都
道
府
県
に
よ
る
公
民
協
働
の
取
組
を
支

援
す
る
。

※
１
都
道
府
県
当
た
り
の
補
助
上
限
額
：
基
本
事
業
等
6
45
万
円
(注
) （

定
額
補
助
）
＋
体
制
強
化
事
業
1
5
0万

円
（
１
回
限
り
の
定
額
補
助
。
ﾈｯ
ﾄﾜ
ｰ
ｸ構

築
済
み
都
道
府
県
の
み
）

(注
）
基
本
事
業
の
う
ち
連
携
体
制
充
実
事
業
及
び
災
害
対
応
力
向
上
事
業
を
実
施
し
な
い
場
合
は
補
助
上
限
額
：
15
0万

円

令
和
３
年
度
予
算
：
１
０
１
，
３
９
５
千
円
（
７
９
，
２
４
４
千
円
）

【
参
考
】

１
．
災
害
福
祉
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
・
・
・

災
害
時
に
お
い
て
、
災
害
時
要
配
慮
者
の
福
祉
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
し
、
避
難
生
活
中
に
お
け
る
生
活
機
能
の
低
下
等
の
防
止
を
図
る
た
め
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
、
一
般
避
難
所
で
災
害
時

要
配
慮
者
に
対
す
る
福
祉
支
援
を
行
う
「
災
害
派
遣
福
祉
チ
ー
ム
」
を
組
成
す
る
と
と
も
に
、
一
般
避
難
所
へ
こ
れ
を
派
遣
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
必
要
な
支
援
体
制
を
確
保
す
る
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

２
．
災
害
派
遣
福
祉
チ
ー
ム
と
は
・
・・

社
会
福
祉
士
や
介
護
福
祉
士
等
の
多
職
種
か
ら
構
成
さ
れ
、
一
般
避
難
所
に
お
け
る
災
害
時
要
配
慮
者
に
対
し
、
①
他
の
福
祉
避
難
所
等
へ
の
誘
導
、
②
ア
セ
ス
メ
ン
ト
、
③
食
事
、
ト
イ
レ
介
助
等

の
日
常
生
活
上
の
支
援
、
④
相
談
支
援
、
⑤
避
難
所
内
の
環
境
整
備
等
の
福
祉
支
援
を
実
施

国

都
道
府
県

又
は

都
道
府
県
が
適
当
と

認
め
る
団
体

補
助
金

事
務
局

(
県
又
は
民
間
法

人
）

事
業
者

団
体

職
能

団
体

協
力
法
人

（
社
会
福
祉

法
人
等
）

都
道
府
県
単
位

実
施
主
体

行
政
と
協
働

国
が
定
め
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
踏
ま
え
た
取
組
の
実
施

事
業
の
流
れ

【
体
制
強
化
事
業
】
※
1
50
万
定
額
補
助
(1
回
限
り
)

○
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
本
部
の
体
制
整
備

○
被
災
状
況
把
握
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
作
り

【
基
本
事
業
】
※
１
５
０
万
定
額
補
助

○
事
務
局
の
立
ち
上
げ
・
運
営
、
○
支
援
体
制
検
討
・
構

築
、
○
普
及
・
啓
発
、
○
Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｔ
の
組
成
、
○
他
都
道
府

県
と
の
連
携

【
連
携
体
制
充
実
事
業
】
※
上
限
に
１
７
５
万
上
乗
せ

○
保
健
医
療
分
野
も
含
め
た
一
体
的
支
援
体
制
の
検

討
・
構
築
、
○
受
援
体
制
の
検
討
・
構
築
、
○
市
町
村
の

会
議
へ
の
参
加
と
連
携
体
制
の
構
築
等

【
災
害
対
応
力
向
上
事
業
】
※
上
限
に
３
２
０
万
上
乗
せ

○
災
害
福
祉
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置

○
保
健
医
療
活
動
チ
ー
ム
と
の
合
同
研
修
・
訓
練

○
事
業
継
続
計
画
（
B
C
P
）の
策
定
支
援
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１
．
制
度
概
要

○
疾
病
又
は
負
傷
の
療
養
の
た
め
労
務
不
能
と
な
り
、
収
入
の
喪
失
又
は
減
少
を
来
た
し
た
場
合
に
、
こ
れ
を
あ
る
程
度
補
填
し
、
生
活

保
障
を
行
う
趣
旨
か
ら
、
傷
病
手
当
金
が
支
給
さ
れ
る
。

〇
具
体
的
に
は
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
任
意
継
続
被
保
険
者
を
除
く
。
）
が
業
務
外
の
事
由
に
よ
る
療
養
の
た
め
労
務
に
服
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
そ
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
３
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
期
間
、
支
給
さ
れ
る
。

（
※
）
支
給
額
は
、
１
日
に
つ
き
、
直
近
1
2
か
月
の
標
準
報
酬
月
額
を
平
均
し
た
額
の
3
0
分
の
１
に
相
当
す
る
額
の
３
分
の
２
に
相
当
す
る
金
額
。

（
参
考
）

支
給
件
数
：
約
2
0
0
万
件
（
被
用
者
制
度
分
）
う
ち
協
会
け
ん
ぽ
1
2
0
万
件
、
健
保
組
合
7
0
万
件
、
共
済
組
合
1
0
万
件
（
平
成
3
0
年
度
）

支
給
金
額
：
約
3
,9
0
0
億
円
（
被
用
者
保
険
分
）
う
ち
協
会
け
ん
ぽ
2
,1
0
0
億
円
、
健
保
組
合
1
,6
0
0
億
円
、
共
済
組
合
2
0
0
億
円
（
平
成
3
0
年
度
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
健
康
保
険
法
に
お
け
る
傷
病
手
当
金
の
対
応
に
つ
い
て

２
．
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
対
応

〇
傷
病
手
当
金
の
概
要
に
つ
い
て
、
企
業
や
労
働
者
向
け
に
作
成
し
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」
に
盛
り
込
み
、

厚
生
労
働
省
の
Ｈ
Ｐ
に
お
い
て
周
知
を
実
施
。

〇
傷
病
手
当
金
の
支
給
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」

を
３
月
６
日
付
け
で
発
出
し
、
以
下
に
つ
い
て
周
知
。

・
発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ
る
た
め
自
宅
療
養
を
行
っ
た
期
間
に
つ
い
て
も
、
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
期

間
に
該
当
す
る
こ
と

・
や
む
を
得
ず
医
療
機
関
を
受
診
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
医
師
の
意
見
書
が
な
く
と
も
、
事
業
主
の
証
明
書
に
よ

り
、
保
険
者
が
労
務
不
能
と
認
め
、
支
給
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
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